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2022年５月 13日 

各  位 

会 社 名  共立印刷株式会社 

代表者名  代 表 取 締 役 社 長 景山 豊 

（コ ー ド：7838 東証スタンダード） 

問合せ先  取 締 役 管 理 統 括 田坂 優英 

（電話番号：03-5248-7800） 

 

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 

（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） 

 

 

当社は、2022年５月 13日、会社法第 165 条第３項の規定により読み替えて適用される同法第 156条の規定に

基づき、自己株式の取得に係る事項を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 
１． 自己株式の取得を行う理由 

当社は、2022年５月13日に公表しました「株式会社ＫＹＯＲＩＴＳＵとの株式交換契約締結による持株

会社体制への移行に関するお知らせ」の通り、新しい事業領域を拡大させることで収益拡大や企業価値の

向上に取り組むべく、持株会社体制への移行を進めてまいります。長期的な社会貢献と持続可能な事業体

としての持株会社体制へ向けて、株主の皆様に株式価値の向上と株主の皆様への利益還元ならびに経営環

境の変化に対応する機動的な資本政策の遂行を可能にすることを目的として、自己株式の取得を行うもの

であります。 

 

２．取得に係る事項の内容 

(１)取得対象株式の種類        当社普通株式 

(２)取得し得る株式の総数       2,000,000 株(上限) 

                   (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合4.39％) 

(３)株式の取得価額の総額       ３億円(上限) 

(４)取得期間             2022年５月16日～2022年９月22日 

(５)取得方法             東京証券取引所における市場買付け 

 

（ご参考）2022 年５月 13日時点の自己株式の保有状況 

      発行済株式総数(自己株式を除く）      45,538,500株 

      自己株式数                                  3,481,500 株 

以  上 


